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妙典中学校へようこそ 

 校 長 杉山 哲 

 本校は、市川市で最後の公立中学校として昭和６１年４月に開校し、３８年

目を迎えました。現在、特別支援学級「みのり学級」を含め、全校２７学級で

８９５名、市内で一番大きな規模の中学校です。生徒は落ち着いた雰囲気で活

き活きと学校生活を送っています。 

 

「未来を拓く妙典中生徒」を学校教育目標に掲げ、「一人一人の子供たちを

かけがえのない存在として大切にし、生徒それぞれが持つ力を最大限に伸ばす」

ことを共通の理念として、日々の教育活動に取り組んでおります。 

学習面では、「学ぶ楽しさを知り、学び続ける生徒の育成」を目指し、新しい

学習指導要領に対応した授業の工夫に努めています。 

各行事や生徒会活動の合言葉は「生徒主体」です。例えば体育祭では、体育

委員を中心に、準備から開催まで生徒が自主的に協力して、素晴らしい体育祭

を作り上げました。 

部活動も盛んで種類も多く、全校の８割以上の生徒が所属しています。運動

部の生徒も、文化部の生徒も、仲間とともに充実した活動を行い、連帯感や達

成感など、部活動でしか得られない多くの経験をしています。 

 地域の方の教育力を生かした本校の特色ある取組である「キャリア教育セミ

ナー」を、今年度は３年ぶりに実施することができました。約３０講座の中か

ら２講座を生徒たちが選択し、地域の職業人の方々の貴重なお話を伺いました。 

 

 このように、本校の生徒たちは、地域の皆様に支えられながら、授業、部活

動、生徒会活動、清掃活動、各行事に一生懸命に取り組んでいます。生徒たち

が「妙典中学校に通って良かった」と思い、巣立っていけるよう、これからも

取り組んで参ります。新入生の皆さんのご入学を、教職員一同心からお待ちし

ております。 
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入学に際して 

１．学校教育目標 

『未来を拓く妙典中生徒』 －明るく・正しく・美しくー 

 

◎めざす学校像 「温かな雰囲気に包まれた活力あふれる学校」 

◎めざす生徒像  

（１）ふれあいを大切にする生徒 ①人の心を大切にして人間関係をつくることのできる生徒 

②学校や地域を愛することのできる生徒 

③責任感を持ち自分の義務を果たすことのできる生徒 

④協調性を持つ心豊かで誠実な生徒 
 

（２）進んで学ぶ生徒   ①学ぶ喜びのわかる生徒 

②自分の考えをもって行動できる生徒 

③自分の考えを伝えることのできる生徒 
 

（３）頑張りぬく生徒   ①生命を大切にする生徒 

②目標に向かって努力する生徒 

③常に健康な生活を志す生徒 

 

２．教育課程について 

（１）生徒数 （令和４年１１月現在） 

学 年 １学年 ２学年 ３学年 みのり 計 

生徒数 

男子 １７１ １３３ １４３ ７ ４５４ 

女子 １３７ １５５ １４５ ４ ４４１ 

合計 ３０８ ２８８ ２８８ １１ ８９５ 

学級数 ９ ８ ８ ２ ２７ 

 

（２）教職員数 

校長 教頭 教員 養護 事務 用務員  

１ １ ４４ ２ ２ １  

栄養士 スクールカウンセラー ライフカウンセラー 学校司書 ＳＳＳ ＡＬＴ 合計 

１ １ １ １ １ ２ ５８ 

 

（３）週授業時数 

 学期 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 体育 技家 英語 道徳 特活 総合 合計 

１ 

年 

前期 ４ ３ ４ ３ 1.5 1.5 ３ ２ ４ １ １ １ ２９ 

後期 ４ ３ ４ ３ １ １ ３ ２ ４ １ １ ２ ２９ 
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２ 

年 

前期 ４ ３ ３ ４ １ １ ３ ２ ４ １ １ ２ ２９ 

後期 ４ ３ ３ ４ １ １ ３ ２ ４ １ １ ２ ２９ 

３ 

年 

前期 ３ ４ ４ ４ １ １ ３ １ ４ １ １ ２ ２９ 

後期 ３ ４ ４ ４ １ １ ３ １ ４ １ １ ２ ２９ 

 

（４）学期制および通知表 

本校は３学期制をとっており、国語・数学・英語・理科・社会の５教科については各学期末に、音

楽・美術・保健体育・技術家庭の４教科については前期・後期末に評価を行います。そのため、通知

表は各学期末と前期終了後（年４回）に発行します。また、３学期末には、年間の評定も出します。 
 

通知表配布時期 国・数・英・理・社 音・美・体・技家 

１学期末 （７月） １学期の評価・評定 なし 

前 期 末（１０月） なし 前期評定 

２学期末（１２月） ２学期の評価・評定 なし 

３学期末 （３月） ３学期・年間評定 後期・年間評定 

 

 

３．学校生活について 

（１）日課表（６時間授業の場合） ※令和４年度（令和５年度については検討中） 

登   校  ８：２５  給   食 １２：４０～１３：１５ 

朝 読 書  ８：２５～ ８：３５  昼 休 み １３：１５～１３：３５ 

朝の会・健康観察  ８：３５～ ８：４５  ５ 校 時 １３：４０～１４：３０ 

１ 校 時  ８：５０～ ９：４０  ６ 校 時 １４：４０～１５：３０ 

２ 校 時  ９：５０～１０：４０  清   掃 １５：３５～１５：５０ 

３ 校 時 １０：５０～１１：４０  帰りの会 １５：５０～１６：００ 

４ 校 時 １１：５０～１２：４０    

 

（２）生徒会活動 

 生徒会活動は、生徒自らの力で学校生活を明るく良いものにしていこうとする自治活動です。本校

では、生徒会執行部を中心として、９つの専門委員会が様々な取り組みを実践しています。 
 

  【生徒会執行部】 生徒会長、副生徒会長、書記、会計、会計監査 計９名 

  【専門委員会】 評議委員会、風紀委員会、保健委員会、環境委員会、給食委員会 

放送委員会、新聞委員会、図書委員会、体育委員会 
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（３）部活動 

 部活動は、同好の仲間の一人であるという立場に立ち、顧問教員の指導の下で、生徒が自主的・積

極的な活動を通じて心身の健全な発達を図ることを目的として行われています。本校には、運動部・

文化部あわせて１３の部活動が活動しています。 
 

  【運動部】 野球、サッカー、陸上、ソフトテニス、バスケットボール、バレーボール、 

        バドミントン、卓球、剣道 

  【文化部】 吹奏楽、合唱、文芸、パソコン 

 

≪最終下校≫  ※令和４年度（令和５年度は変更の予定） 

 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

活動終了 17:40 18:10 17:40 17:20 16:40 17:10 17:40 

最終下校 18:00 18:30 18:00 17:40 17:00 17:30 18:00 

 

 

４．学校徴収金について 

 本校では、下記の諸経費については、令和３年度から口座引落としによる集金になっております。

集金に係る手数料については、引落としに関わる業務の一部を仲介業者に依頼しているため、保護者

様にご負担いただきます。 
 

（１）口座引き落とし日   ４日（６月、９月、１２月、２月の年間４回） 
 

（２）内 容    （令和４年度１学年の例） 

 修学旅行積立金   年額   ３１，０００円 

     教材費等      年額  約２８，０００円 

     生徒会費      年額   ２，０００円 
 

 ・入学後、決定額をお知らせいたします。 

 ・口座引落としに係る請求手数料及び口座振替事務代行に係る手数料（基本料金および振込手数 

料）として生徒１人あたり１回１００円（税込）かかります。（年間４００円） 

    ・ＰＴＡ会費については、年度初めに手集金にて集金いたします。 

 ・３学年では修学旅行積立金がなくなり、かわりに進路対策卒業対策費を集金いたします。 
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５．みのり学級体験入学について 

（１）日時   令和５年 ３月 ３日（金） ９：００～  
 

（２）場所   みのり学級 教室 作業室 

               受付   みのり学級下駄箱前《名簿、検温》 

               新入生は みのり教室へ    

           保護者は みのり作業室へ     
 

（３）日程      ９：００～          受付（みのり下駄箱前） 

        ９：１０～ ９：２５ 朝の会（自己紹介、今日の予定確認） 

               ９：３０～ ９：４５  着替え 移動 

        ９：５０～１０：３５  体育《体育館》 

１０：４０～１０：５０  着替え 

１１：００～１１：５０   国語・算数・図工のテスト 

         ※保護者は、作業室にてみのり学級入学後の説明会を行います。 

１２：００～１２：１０ 帰りの会（入学式の話など・諸連絡） 

１２：２０        下校 

 

６．入学式について 

（１）期 日  令和５年 ４月 １２日（水） 

（２）会 場  本校体育館 

（３）日 程 

 ≪新入生≫  ８：３０～ ９：００ 新入生受付（生徒用昇降口） 

    ９：００～ ９：４０ 学活（式の諸注意） 

    ９：５５   入場 

   １０：００～１０：４０ 入学式 

   １０：５０～１１：１０ 学活（翌日の連絡） 

   １１：１０   下校 

 ≪保護者≫  ９：１５～ ９：４５ 保護者受付（体育館入口） 

   １０：００～１０：４０ 入学式 

   １０：５０～      ＰＴＡ本部より連絡 

   １１：２０～１２：００ 学級懇談会 

（４）感染症予防対策 

・式典への参加は、教職員、新入生、保護者（１家庭につき２名まで）のみとします。ただし、感

染状況によっては、１家庭１名に制限させていただきます。 

・登校前に健康観察を行い、３７度以上の発熱や体調不良などの症状が見られる場合は、式への参

加を控えてください。また、その際は、８：１０までに妙典中学校（３９５－５８１１）へご連絡

ください。 

・マスクを必ず着用し、入口で検温、手指消毒にご協力ください。 
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（５）当日の朝の動き 

  ・入口に掲示してあるクラス分け名簿にて、お子様のクラスを確認してください。 

  ・新入生は生徒昇降口から教室へ、保護者の方は体育館入口から体育館へご入場ください。 

  ・「入学通知書」は保護者受付（体育館）にてご提出ください。 

（６）服装・持ち物について 

  ・妙典中学校の標準服を着用してください。 

  ・かばん、上履き（記名）、筆記用具、メモ帳を持参してください。 

  ・保護者の方は、筆記用具、上履き、下履きを入れる袋をご用意ください。 

（７）その他 

  ・車でのご来校はご遠慮ください。 

  ・自転車は所定の場所に駐輪してください。 

  ・会場内では携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定をお願いします。 

 

 

８．食物アレルギー対応について 

・お子様に食物アレルギーがある場合は、別添「学校給食における食物アレルギー対応に関する調

査について」を２月２８日（火）までに中学校へご提出ください。なお、食物アレルギーがない

場合は、入学式当日にお子様を通じて担任へご提出ください。 
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令和５年度　市川市立妙典中学校 年間行事予定（案）
日 曜 ４月 日 曜 ５月 日 曜 ６月 日 曜 ７月 日 曜 ８月 日 曜 ９月

1 土 1 月 1 木 ３年修学旅行 1 土 1 火 1 金 始業式

2 日 2 火 専門委員会 2 金 2 日 2 水 2 土

3 月 3 水 【憲法記念日】 3 土 3 月 部活動壮行会 3 木 3 日

4 火 4 木 【みどりの日】 4 日 4 火 専門委員会 4 金 4 月
給食開始　避難訓練

専門委員会

5 水 5 金 【こどもの日】 5 月 専門委員会 5 水 5 土 5 火 教育相談週間

6 木 6 土 6 火 6 木 6 日 6 水

7 金 始業式 7 日 7 水 定例研 7 金
さわやかｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ

３年（み）三者面談
7 月 7 木 教育相談週間

8 土 8 月 教育実習開始 8 木 8 土 8 火 8 金 教育相談週間

9 日 千葉県議会議員選挙 9 火 体育祭予行 9 金 9 日 9 水 学校閉庁日 9 土

10 月 学年日課3H 10 水 予行予備日 10 土 10 月 ３年（み）三者面談 10 木 学校閉庁日 10 日

11 火
学年日課

入学式準備
11 木 11 日 11 火 ３年（み）三者面談 11 金 【山の日】 11 月 教育相談週間

12 水 入学式 12 金 体育祭準備 12 月 12 水 12 土 12 火 教育相談週間

13 木
学年日課 写真撮影

２・３年給食開始 ３年

保護者会

13 土 体育祭（弁当） 13 火 テスト前諸活動休止 13 木
３年（み）三者面談

１年保護者会(懇談)
13 日 13 水 定例研

14 金
学年日課 オリ 避難訓

練 １年給食開始 ２年

(み)保護者会

14 日 体育祭予備①（弁当） 14 水 14 金
３年（み）三者面談

２年保護者会(懇談)
14 月 学校閉庁日 14 木 オープンスクール

15 土 15 月 振替休業 15 木 【県民の日】 15 土 15 火 学校閉庁日 15 金 生徒会選挙

16 日 16 火 体育祭予備②（弁当） 16 金 16 日 16 水 学校閉庁日 16 土

17 月 学年日課 17 水 17 土 17 月 【海の日】 17 木 17 日

18 火
全国学テ

学年日課

専門委員会

18 木 18 日 18 火
給食最終

大掃除
18 金 18 月

【敬老の日】

テスト前諸活動休止

19 水 学年日課 19 金
尿検査予備

教科部会
19 月 １学期期末試験 19 水 短縮日課 19 土 19 火 中学校英語発表会

20 木 仮日課開始 20 土 20 火
１学期期末試験

全校集会

尿検査二次　職員Ｘ線

20 木 終業式 20 日 20 水

21 金
オープンスクール

部活動保護者会
21 日 21 水 21 金 21 月 21 木

22 土 22 月 22 木 22 土 22 火 22 金

23 日 市川市議会議員選挙 23 火 23 金
生徒総会

教育相談週間
23 日 23 水 23 土 【秋分の日】

24 月 24 水 24 土 24 月 24 木 24 日

25 火 ⑥全校集会 25 木 25 日 25 火 25 金 25 月 ２学期中間試験

26 水 第１回定例研 26 金
心電図検診

教育実習終了
26 月

テスト返却

教育相談週間
26 水 26 土 26 火 ２学期中間試験

27 木 正式日課開始 27 土 27 火 教育相談週間 27 木 27 日 27 水

28 金
尿検査

体育祭係打合せ
28 日 28 水 28 金 28 月 28 木

29 土 【昭和の日】 29 月 29 木 教育相談週間 29 土 29 火 29 金 キャリア教育セミナー

30 日 30 火 ３年修学旅行 30 金 教育相談週間 30 日 30 水 30 土

31 水 ３年修学旅行 31 月 31 木
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※予定は今後変更になる可能性がございます。 2023/1/27 新入生保護者会

日 曜 １０月 日 曜 １１月 日 曜 １２月 日 曜 １月 日 曜 ２月 日 曜 ３月

1 日 1 水 1 金 全体進路会議 1 月 【元日】 1 木 専門委員会 1 金

2 月
テスト返却

専門委員会
2 木 三者面談 2 土 合同学習発表会 2 火 2 金 学区小学生体験 2 土

3 火 3 金 【文化の日】 3 日 3 水 3 土 3 日

4 水 4 土 4 月
みのり学級振替休業

専門委員会
4 木 4 日 4 月

専門委員会

公立発表

5 木 5 日 5 火 5 金 5 月 5 火

6 金 6 月 三者面談 6 水 6 土 6 火
テスト前諸活動休止

公立出願
6 水

7 土 7 火 専門委員会 7 木 7 日 7 水 公立出願 7 木 二次募集出願

8 日 8 水 ブロック定例研 8 金 8 月 【成人の日】 8 木 公立出願 8 金
卒業式？

二次志願変更

9 月 【スポーツの日】 9 木
３年２学期期末試験

児童生徒音楽会
9 土 9 火 始業式 9 金 9 土

10 火 10 金
３年２学期期末試験

児童生徒音楽会
10 日 10 水 給食開始 10 土 10 日

11 水 定例研 11 土 11 月 11 木 専門委員会 11 日 【建国記念日】 11 月 学年末短縮

12 木 12 日 12 火 12 金 教育相談週間 12 月 【振替休日？】 12 火 公立二次検査

13 金
全校合唱リハ

前期終了
13 月 13 水 13 土 13 火 学年末試験 13 水

14 土 14 火 テスト前諸活動休止 14 木 14 日 14 水
学年末試験

定例研　志願変更
14 木 公立二次発表

15 日 15 水 15 金 ３年入試相談 15 月 教育相談週間 15 木
専門委員会

志願変更
15 金

16 月
後期開始

専門委員会
16 木 16 土 ３年入試相談 16 火 教育相談週間 16 金 16 土

17 火 17 金 17 日 ３年入試相談 17 水 定例研 17 土 17 日

18 水 18 土 18 月 18 木 教育相談週間 18 日 18 月
給食最終

２年・みのり保護者会

(懇談)

19 木 19 日 19 火 19 金 教育相談週間 19 月 １・２年到達度試験 19 火
短縮日課

１年保護者会(懇談)

20 金 全校合唱コンクール 20 月 １２年２学期期末試験 20 水 給食最終 20 土 20 火 公立学力検査 20 水 短縮日課

21 土 21 火
１２年２学期期末試験

全校集会
21 木

短縮日課

大掃除
21 日 21 水 公立学力検査 21 木 【春分の日？】

22 日 22 水 22 金 終業式 22 月 22 木 22 金 短縮日課

23 月 前期通知表配付 23 木 【勤労感謝の日】 23 土 23 火 23 金 【天皇誕生日】 23 土

24 火 ⑥全校集会 24 金 24 日 24 水 24 土 24 日

25 水 25 土 25 月 25 木 25 日 25 月 修了式

26 木 三者面談 26 日 26 火 学校閉庁日 26 金
オープンスクール

新入生保護者会
26 月 追検査受付 26 火

27 金 三者面談 27 月 27 水 学校閉庁日 27 土 27 火 追検査受付 27 水

28 土 28 火 28 木 学校閉庁日 28 日 28 水 28 木 離退任式

29 日 29 水 29 金 29 月 29 木 公立追検査 29 金

30 月 三者面談 30 木 30 土 30 火 30 土

31 火 三者面談 31 日 31 水 31 日
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令和５年１月吉日 

保護者 様 

市川市立妙典中学校 

校 長  杉山 哲 

緊急等連絡網メール配信システムの登録について 

 向春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

 さて、本校では学校から緊急のお知らせを連絡する方法の一つとしてメール配信システム「マチコミメー

ル」を使用しております。 

 つきましては、保護者の皆様に下記の手順にて登録をいただきますようお願い申し上げます。 

スマートフォンの方 

ご利用の機種に対応した右バーコードよりアプリ(無料) をインストールしてください。 

① アプリを起動し「新規登録」をタップしてください。 

② 利用規約をお読みいただき、「同意」をタップしてください。 

③ 新規登録画面が表示されます。スマートフォンで受信可能なメールアドレスとパスワード、PINコード、必要項目を入力してください。 

④ 「③」で入力したメールアドレス宛に認証コードが届きます。届いた認証コードをアプリに入力してください。 

⑤ ユーザー情報入力画面が表示されます。必要事項を入力し、「登録」をタップしてください。 

⑥ グループ登録画面が表示されます。「事前準備」で用意した「登録用メールアドレス」を入力し、グループへの登録手続きを行なって

ください。 

⑦ 「⑥」の手続き後、アプリトップに登録したグループが表示されていれば完了です。 

※他学年を複数登録される方は、アプリ内でグループの追加を行ってください。 

登録用メールアドレス 

tdhg9692@machicomi.jp 

登録用パスワード 

２０２３ 

[@machicomi.jp] からのメールが受信できるように必ずドメイン指定受信設定をしてください。 

※ドメイン指定受信設定をされない場合、登録後に施設（学校）からのメールが届かなくなる場合があります。 

※ソフトバンクもしくはWILLCOM をご利用の方の場合、なりすまし救済リストに「@machicomi .jp」を登録してください。 

従来型携帯電話の方 

① 「登録用メールアドレス」宛てに空メールを送信してください。折り返しメールが届きます。 

②  返信メール内の「＜従来型携帯電話をご利用の方＞」のURL にアクセスしてください。 

③  画面の手順に沿ってグループの登録を行なってください。 

 

 

 

 

※２月中にご登録いただきますようお願いいたします。 

登録方法などご不明な点がありましたらこちらをご覧ください。 

http://mail.machicomi.jp/ faq_ app/ 

連絡を受信するグループの登録をする際に名前を記入

する欄にはお子様の名前で登録をお願い致します。 
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令和５年度 妙典中学校 一日の生活について（生徒心得） 
生徒指導部 

１ 登下校について 

 ・８時２５分には教室の自分の席に座る（５分前に予鈴が鳴ります）。 

 ・登下校は交通マナーを守る（車道を歩かない、横に広がらない、信号を守る）。 

 ・寄り道をせずに登下校する。 

 ・自転車通学は絶対にしない。痴漢や変質者等の被害にあわないなど安全な登下校を 

  するためにできるだけ人通りの多い道を利用したり、複数人で登下校したりするようにする。 

 

２ 欠席・遅刻について 

 ・欠席、遅刻をする場合は、原則として生徒手帳の連絡欄に保護者が記入、捺印し、兄弟姉妹や 

近所の生徒等を通して担任まで届ける。または、８時１０分までに保護者が学校に電話（７：４５～

８：１０）またはマチコミメールにて連絡をする。 

 

３ 授業について 

 ・朝読書は、８時２５分の登校（着席）から、各自が用意した本を静かに読む。 

 ・授業開始のチャイムが鳴るまでに授業の準備をして着席する（チャイム着席）。 

 ・教室を移動して授業を受ける場合は早めに移動し、移動先でもチャイム着席を守る。 

 

４ 休み時間について 

 ・遊びの時間ではなく、次の授業の用意やトイレの時間として利用する。 

 ・用もなく他教室に入ったり、他学年の場所に行ったりしない。 

 ・安全のためにベランダには出ない（清掃時も含む）。 

 

５ 給食・昼休みについて 

 ・４時間目終了後すみやかにトイレ、手洗いを済ませ、教室に入る。 

 ・配膳中は必要な場合以外は席について待つなど、教室の衛生に努める（休み時間ではないので、廊下

で遊んだり、他教室、他学年の場所に行ったりしない）。 

 ・給食終了のチャイムまでは、教室を出ない。 

 ・昼休み終了の予鈴が鳴ったら教室に戻り、授業の準備を済ませてチャイム着席を守る。 

 ・制服からジャージ・体操服への着替えは給食終了までに済ませておく。 

 

６ 清掃について 

 ・清掃時は体操服（ジャージ上下、または半袖シャツ、ハーフパンツ）に着替え、しっかりと取り組む。 

・自分の分担だけではなく、班の清掃場所をみんなできれいにする。 

 

７ 保健室の利用について 

 ・保健室に行く場合は次の授業教科担当の許可を得て連絡カードを書いてもらい、必ずそのカードを持

参すること。ただし、緊急時は、近くにいる教員に書いてもらう。滞在時間は 1 時間とし、休んで

も改善しない場合は帰宅して安静にする。 

 ・養護教諭の判断で下校することになった場合は、保護者に連絡を取ってもらったうえで下校する。 

・保健室の安静と感染防止のため、特別な場合以外は付き添いや入室をしない。 
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８ 図書室の利用について 

 ・利用の決まりを守り、他の人の迷惑にならないよう、静かに使う。 

 ・借りた本については責任を持って返却する。 

 

９ カウンセラー室の利用について 

 ・利用の決まりや状況（相談者の有無）に応じて使う。 

 

10 服装などについて 

 ・本校は夏服、冬服の期間を設定していないため、気温、湿度等に応じた着装をする。 

・夏服 （妙典中校章マーク入り）開襟シャツ（白）またはポロシャツ（紺）、スラックス（グレー） 

またはスカート（グレー） 

※スカートを着用する場合は、ベスト（グレー）の着用をする。 

※スラックス、スカート、ベストについては夏服も販売されているが、冬服を着用してもかまわない。 

・冬服 ブレザー（紺） Yシャツ（白） スラックス（グレー）またはスカート（グレー） 

     ネクタイ（男子…紺、女子…エンジ） 

 ※スカートを着用する場合は、ベスト（グレー）の着用をする。 

※ネクタイは襟もとでしっかりと結び（つけ）、第１ボタンが見えないようにする。 

・夏服、冬服ともに Yシャツはスラックス、スカートに入れるが、ポロシャツは出してもよい。 

・スラックスは腰まで下げてはかない。また、スカート丈は膝が見えないくらいの長さにする。 

・ベルトは黒を基調とした華美でないものとする。素材は革製・合成皮革にする。 

・靴下は白、黒、紺、グレーを基調とした華美でないものとし、くるぶしよりも短いものは禁止とする 

（ワンポイントは可とする）。ただし、式典は、スカートを着用する場合はすねにかかる長さ、スラッ 

クスを着用する場合は座った時に肌が見えない長さの白い靴下を着用する。 

 

 ＜体操服＞ 

 ・指定のジャージ上下、半袖シャツ、ハーフパンツを使用する。令和 4 年度新入生より半袖シャツの

デザインが変更になりました（３年生は従来までのデザインです）。旧タイプのお下がりの着用可。 

 ・ジャージ上と半袖シャツは左胸にネームラベル（大）。新半袖シャツはロゴの反対側につける。 

ジャージ下とハーフパンツには、左前面にネームラベル（小）を付け、記名をする。 

・学年カラーは、１年生…青  ２年生…緑  ３年生…黄とする。 

※アイロンでもつくタイプではあるがはがれやすいので、直接縫い付けのほうが望ましい。 

※ネームラベルは右の図中 

の    の位置につける。 

 

 

 

 

 

 ＜防寒具＞ 

 ・防寒のためのセーター、ベスト、カーディガン等を着用する場合は落ち着いた色（紺・黒・グレー）

のものを着用し、派手な色やデザインのものは避ける。襟は V ネックのものが望ましい。なお、着

用に際しては、ブレザーの下に着るものとし、防寒具は袖や裾から見えないように着こなす。 

 

新デザインの半袖シャツは 

メーカーロゴの反対側（左側）。 

旧モデルと違って無地のため、つける高さ

はロゴと同じくらいであればよい。 
半袖シャツ（新モデル） 
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・授業中等、セーターやカーディガン姿で生活は送らない。 

・防寒コート等は派手な色やデザインを避ける。 

・マフラーや手袋、ストッキングは、標準服とつりあいのとれた落ち着きある色合いのものが望まし 

い。  

 

＜上履き＞ 

 ・男女とも指定のものとし、必ず記名をする（靴の中に記名欄あり）。 

・学年カラーは、１年生…青  ２年生…緑  ３年生…黄とする。 

 

 ＜通学用かばん＞ 

 ・指定のものを使用する。サブバックを使用する場合は、派手なデザインのものは避ける。 

・いたずら書きや、必要以上にキーホルダーをつけない。 

 

 ＜通学用の靴＞ 

 ・体育の授業でも使える運動にも適したスポーツシューズで、白、黒、紺を基調とした運動ができる靴 

とする。 

 

 ＜頭髪＞ 

 ・前髪は目にかからない、肩にかかったら結ぶ。ゴム、ピンを使用する場合は黒、紺、茶等 

落ち着いた色のものを用いる。 

 ・染色や脱色など、人工的な加工はしない（整髪料による加工も含む）。 

 

 ＜異装＞ 

 ・規定以外の服装は原則的に認めないが、骨折等により標準服を着るのが困難な場合は、保護者が担任

等と相談し決めていく。 

 ・部活動の服装は部活動の時間のみとする。 

※普段から受験などでも通用する清潔感のある頭髪・服装にする。 

 

 ＜水筒＞ 

 ・年間を通して使用を認める。中身は、お茶や水等の糖分を含まないものとする（ただし、気温の高い

時期はこの限りではない）。 

 ・必ず水筒に入れてくる（ビン、カン、ペットボトルは持参しない）。 

 

 ＜所持品＞ 

 ・授業に関係のないもの（携帯電話、マンガ、お菓子等）の持ち込みは禁止する。何らかの理由で持ち

込みが必要な場合は、保護者が担任等と相談のうえ、担任、顧問等に預け、放課後に受け取る。 

 ・部活動等独自の集金で現金を持ってきた場合には、必ず登校直後に担任か顧問に預ける。 

 ・補食として持参してよいものはおにぎり、パン（菓子パン・調理パン）、エネルギーゼリーとし、 

  各部活動で指定された場所と時間で食べる。持参したものは他の人にあげたり交換しない。 

ゴミは持ち帰る。 

 ・時間内に食べきれなかったものは、カバンの中にしまい、帰宅するまで出さない。 
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令和４年度 市川市立妙典中学校 部活動運営方針（一部抜粋） 
 

１．目的 

同好の仲間の一人であるという立場に立ち、常に創意と工夫をもって共同活動をし、顧問教員の指導

の下で生徒が自主的・積極的な活動を通じて心身の健全な発達を図る。 
 

２．基本方針 

（１）学校教育活動の一貫として位置付けられるが、部の構成及び運営については、あくまで顧問教員

の奉仕活動及び生徒の希望（保護者の許可を必要とする）により、活動可能な条件内で実施する。 

（２）学校長が最終責任を負い、直接の企画・運営、連絡、調整については顧問教員があたる。 

（３）顧問教員の任期は１年間とする。（部長が新年度に顧問にお願いに行く形をとる） 

（４）部の構成は、同好会とみなされた団体（顧問教員がつき、活動場所が設定され、１０人以上集ま

ったもの）が１年以上活動し、その経過をみて顧問会議で決定される。（同好会の結成については、

臨時顧問会議を開き、協議後、職員会議にて承認となる） 

（５）顧問教員が転勤等で不在となった場合は、新入生の募集はしないものとし、部員が卒業するまで

の間は活動を保証する。しかし、新たに顧問を引き受けていただける教員がいた場合は、活動を

再開することができる。 
 

３．経費 

（１）生徒会費から補助する。また、各部独自に部費を徴収する場合もある。 

（２）対外的な活動（試合等）で必要な交通費については、原則として個人負担とする。 
 

４．活動時間 

（１）原則として教員の勤務時間内に行う。ただし、顧問教員の監督下であれば最終下校時刻まで活動

できる。 

（２）日・祝・休日等に活動する場合は、事前に学校長に届け出る。 

（３）早朝練習については、要望のあった部活とし、必ず顧問教員がつく。開始時刻は７時 10分以降

とし、８時 10分には終了する。準備の開始は 6時 55分以降とする。 

（４）活動終了時刻・最終下校時刻を厳守すること。（下記の表参照） 

（５）11 月から 1 月の期間において、大会(小中体連・教育委員会主催)の前に限り、部活動延長届を

提出し、学校長の許可と保護者の承認を得られた場合に最終下校を 17:30に延長ができる。 

（６）昼休みの活動は基本的に行わない（清掃・ミーティング等も含む）。ただし、顧問が午後出張に行

く為に連絡を行うなどの、急を要するものはこの限りではない。 

 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

活動

終了 
17:40 18:10 17:40 17:20 16:40 17:10 17:40 

最終

下校 
18:00 18:30 18:00 17:40 17:00 17:30 18:00 

※令和５年度の下校時刻は変更の予定 
 

５．活動できない日 

（１）試験最終日の前１週間。その他、特別に指示のある場合。（ただし、試験前後１週間前に大会に出

場する場合など、必要と認められる場合は、保護者の承諾と学校長の許可を得て、１時間程度活

動することができる。その際顧問教員は、事前に打ち合わせ等で職員に連絡をする。） 

（２）顧問教員が不在で、他の教員に依頼できない場合。 

（３）定例研の日の午後。 

（４）月曜日の朝練習、水曜日の放課後練習。 

（５）その他 
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保健（健康）について 

１ 健康管理について 

・新しい環境に慣れるまでは疲れがたまりやすく、体調を崩しやすいので、ご注意ください。 

特に部活動に参加すると生活リズムが大きく変わります。ご家庭では早寝早起き朝ごはんを意識し

ていただき、健やかな生活習慣の確立にご協力をお願いいたします。 

・毎朝、健康観察カードの記入をお願いしております。記入は生徒自身で行いますが、おうちの方も、

発熱はないか、食欲はあるか、元気に登校できる状態か等を確認していただき、サインをお願いい

たします。無理な登校は症状の悪化や、感染症拡大につながりますので、必要に応じて休養をとら

せてください。 

・入学に際しまして、体調等に不安がある場合や、配慮すべき事項がある場合は、あらかじめご連絡

いただくか、入学時に配付されます保健調査票にご記入ください。 

 

２ 感染症対策について 

・かぜ症状や微熱がある場合は、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から欠席や早退をお願いしております。その際、欠席は

出席停止扱いになります。流行状況により、市川市の方針や学校

の対応が変更になった場合は、お便り等で連絡いたします。 

・体調不良で欠席される場合は、体温や具体的な症状（頭痛・嘔

吐・倦怠感など）も併せてご連絡ください。感染症が疑われる場合は、必ず医療機関を受診し、医

師の判断・指示に従い、欠席や出席停止の対応をお願いいたします。 

 インフルエンザにおきましては、登校許可書（治癒証明書）の提出は不要ですが、出席停止期間

（発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで）を厳守するようお願いいたします。 

・麻疹、風疹の予防接種（混合含む）を２回接種されていない場合は、医師に相談の上、入学前に

接種することをお勧めいたします。 

 

３ 健康診断について 

・入学後すぐに健康診断が始まります。健康診断を円滑に進めるため、事前に配付する用紙（保健

調査票、結核問診表、心疾患調査票、緊急連絡カードなど）に必要事項を記入し、期限までにご提

出くださるようお願いいたします。 

・健康診断の結果は、実施後 21日以内に異常の疑いがある生徒のみお知らせを配付しています。

通知があった場合は、速やかに医療機関を受診してください。

異常なしのお知らせは配付しておりませんので、１学期末に通

知表と併せて配付いたします健康の記録をご確認ください。 
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４ 保健室の利用ルール 

・中学校は教科担任制なので、所在を明確にするため、保健室を利用したい

場合は、次の授業の教科担任等に直接申し出て、保健室連絡カードにサイン

してもらいます。 

・体調不良時の休養は原則１時間です。回復が見られない場合は早退となり

ます。また、アレルギー等の事故防止のため、内服薬は一切使用しません。必

要に応じて自宅から持参してください。その際、他人と薬のやりとりはしないようにご家庭でも指導

をお願いいたします。 

・保健室では、当日のけがに対する応急処置のみ行います。継続的な処置や治療は行うことができ

ませんので、各ご家庭や医療機関で行ってください。 

・体調不良やけがの状態により保護者の方にお迎えをお願いする場合もあります。また、すぐに病院

受診が必要な場合には、保険証を持参し学校または病院まで来ていただくこともあります。緊急連

絡票には携帯番号だけでなく、職場の連絡先などすぐに連絡がとれる場所を記入するようにお願い

します。 

 

５ 学校でのけがについて 

＜日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について＞ 

・独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」は、学校の管理下での災害が

発生したときに、災害共済給付が行われる医療制度です。日頃より生徒の健康安全には万全を期

しておりますが、万一に備え、本校では全員に加入していただいております。詳細につきましては、入

学後に配付予定の案内をご覧いただき、同意書の提出をお願いいたします。 

(掛金の保護者負担額は 460円/年です。学年集金に合算され、就学援助のご家庭へは後日個別

に返金いたします。) 

・医療機関を受診した場合は、速やかに担任や、けがをした授業の教科担任または部活動顧問を

通してご連絡ください。申請に必要な書類を配付いたします（医療等の状況、その他）。ご準備いた

だく書類がすべてそろいましたら、災害給付金の申請をいたします。 

 

＜市川市の「子ども医療費助成制度」について＞ 

学校の管理下において発生したお子様のけがは、市川市の子ども医療費助成受給券を提示せず、保

険診療の一部負担金である 3 割相当額をお支払いの上、日本スポーツ振興センターの災害給付金制

度を優先してご利用ください。 

ただし、保険診療の医療費(初診から完治までの医療費・薬剤費の総額)が 5,000 円未満(自己負

担 3割の場合 1500円未満)の場合は、災害共済給付制度の対象外になるので、その場合は子ども医

療費助成制度をご利用ください。子ども医療費助成受給券を先に利用してしまった場合は、学校にお問

い合わせください。 

※子ども医療費は市川市及び千葉県の税金で助成しています。独立行政法人日本スポーツ振興センターから支給

される災害共済給付金は、保護者及び市川市からの共済掛金と政府(国)の出資金から支払われます。 
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ダイジェスト版 市川市学校給食における食物アレルギー対応＜ガイドライン＞ 

 
この＜ガイドライン＞は、給食調理の現状と集団活動としての学校給食の特性を踏まえ、子どもたちが 

給食時間を安心して楽しく過ごせるようにするため、児童生徒の健康と安全性を最優先としています。 

 

 
 

対 

 

応 

 

内 

 

容 

給食調理場が 

ある学校 

① 給食の使用食材を細かく示した「詳細献立表」を配付します。 

② 除去食を提供します。 

・除去食は、「卵、乳、えび、かに」の４品目に限定します。 

・除去食は、安全のため、原材料の原因食物を全て除去したものです。 

③ 除去食を提供できない場合は、家庭から弁当を持参する。 

・その日一部弁当：アレルゲンのある一品のみ、その代りの弁当を持参する。 

・その日全部弁当：アレルゲンのある日は、１食分全部、弁当を持参する。 

・給食提供なし：年間を通して、家庭から毎日、弁当持参する。 

 ※「卵、乳、えび、かに」の４品目以外は、弁当持参の対応になります。 

 ※学校生活管理指導表に「アナフィラキシーあり」の方へは、除去食の提供 

  はできません。弁当の持参をお願いしています。 

④ 給食での代替食の提供は行いません。 

他校から給食が 

配送される学校 

（子校） 

① 給食の使用食材を細かく示した「詳細献立表」を配付します。 

アレルゲンのある日をチェックし、「アレルゲンのあるものは食べない・自分 

で除いて食べる・家庭から代わりの弁当を持参する」ことをお願いしています。 

② 乳アレルギーの方に対しては、飲用牛乳停止の対応をします。 

手 

 

続 

 

き 

申 請 方 法 

学校から下記の①～④の書類を受け取り、アレルギー専門外来で診断を受けてく

ださい。医師に①の「学校生活管理指導表」を作成してもらい、①～③の書類及び

⑤を学校へ提出してください。 

① 「学校生活管理指導表」（ アレルギー疾患用 ） 

② 「市川市学校給食食物アレルギー対応 実施申請書」 

③ 「食物アレルギー状況問診票」 

④ 市川市学校給食における食物アレルギー対応＜ガイドライン＞ 

⑤ 検査結果（初回は必須：１年以内のもの） 

対応の決定 

申請後、学校で面談します。面談と医師の診断（「学校生活管理指導表」）に基づ

き、校内の食物アレルギー対応委員会において、食物アレルギー対応の取組プラン

と学校給食の対応を決定し、「実施決定書」により保護者へ通知します。 

手続きの更新 
・食物アレルギー対応は、毎年同様の申請手続きが必要です。 

・毎年度対応内容を決定していきます。 

変更と解除 

・食物アレルギーの症状がなくなった場合は、専門医の診断を受け、医師が管理不

要とした「学校生活管理指導表」と「変更・解除申請書」を学校へ提出ください。 

・食物アレルギー対応委員会において見直し、変更または解除を決定します。 

そ 

 

の 

 

他 

微量なアレルゲン

混入の可能性 

（ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ） 

 大量調理の特性上、原材料（詳細献立表での掲載等）がない場合でも、微量にア 

レルゲンが混入する可能性があります。そのため、微量なアレルゲンで反応する方、 

アナフィラキシーを発症する可能性がある方は、弁当の持参をお願いします。 

※微量な混入例：調理器具等の残留物、揚げ油の共用、調味料、調理場での飛散 

個人情報の開示 

 食物アレルギーに関する児童生徒の個人情報について、対応の確認や事故防止の

ため、校内の全教職員及び学級の児童生徒並びに保護者の共通理解が必須になるの

で、必要な範囲での情報を開示します。また、アレルギー情報と給食連携のため栄

養管理システム内でも管理します。 
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                              令和４年 １２月 吉日 

新入生保護者 様 

市川市立妙典中学校     

                        校 長  杉山 哲 

 

学校給食における食物アレルギー対応に関する調査について ㊙ 

 

保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、本校では、「市川市学校給食における食物アレルギー対応＜ガイドライン＞」に沿って対応を行

っています。つきましては、食物アレルギーについて事前に調査させていただきますので、下記の質問

にお答えの上、ご提出くださいますようお願いいたします（期日までに提出されない場合は食物アレル

ギーの対応が５月からになる場合もありますので、ご了承ください）。 

 

ふりがな 

児童氏名                 

性別 男・女        小学校  年  組 

保護者氏名                

 ※どちらかに〇印をご記入ください。 

１．食物に対するアレルギーがありますか。    ・ はい     ・ いいえ  

                                      

 

 

 

２．１．で「 はい 」の方だけ、お答えください。 

（１）学校給食での食物アレルギー対応を希望しますか。  ・対応を希望する ・希望しない 

（２）原因食品を（ ）にご記入ください。  （                 ） 

 

３．対応を希望される場合は関係書類をお渡ししますので、早めにお申し出ください。 

なお、申請後、保護者の方に面談でお話を伺いますので、連絡先をお知らせください。 
 

＜学校給食での食物アレルギー対応内容＞ 

   ① 詳細献立表（アレルゲン食品をチェックできるように食材を記した献立表）を配付する。 

   ②「卵・乳・えび・かに」の４品目について、可能な範囲で除去食を提供する。 

   ③ アレルゲン食品を含むため、給食で提供できないものについて、「対応チェック献

立表」で毎月お知らせし、家庭から弁当を持参していただき、給食時に確認する。 
  

＜申請に必要な書類＞  ※アレルギー専門外来に受診の上、入学までにご準備ください。 

   ① 学校生活管理指導表           ② 学校給食食物アレルギー対応実施申請書 

   ③ 食物アレルギー状況問診票    ④ 食物アレルギーの病院での検査結果 
 

＜保護者連絡先＞ 

日中、連絡可能な電話番号をご記入ください。 

   （       －      －           ） 

 

１月２７日（金）新入生保護者会、もしくは

２月２８日（火）までに中学校へご提出をお

願いします。 
４月１２日（水）入学式に 

教室で回収します。 

お子様に持たせてください。 
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市川スマイルプランについて 

 

市川市では、特別な教育的支援を必要とするお子さんに、関係機関が連携して一貫

した支援をするための「市川スマイルプラン」の作成を行っております。“個別の教育

支援計画”と呼ばれているもので、保護者が希望される場合に作成いたします。 

 

例えば、落ち着いて座っていられない、特定のものにこだわる、友だちと上手に関

われない、集団で活動する際に心配がある場合など、ご提出していただいた「市川ス

マイルプラン」を基に、入学後お子さんの様子を見て、中学校での支援計画を作成し

てまいります。 

 

中学校では、入学してくる全てのお子さんが、スムーズに学校

生活を始められるように準備や配慮をしてまいりますが、特に

個別の配慮が必要なお子さんについては、現在の小学校での様

子と支援内容や方法などの情報を引継ぎ、中学校生活がスムー

ズに始められるようにしたいと考えております。 

 

作成を希望される方には必要な書類をお渡ししますので、教頭にお申し付けくださ

い。また、小学校にも書類の用意がありますので、現在の小学校でご相談いただいて

も結構です。なお、市川スマイルプランの書類は、市川市教育委員会ホームページか

ら、ワードまたはＰＤＦにてダウンロードすることもできます。 

 

書類には、保護者が書くものと、小学校の担任が記入するものがあります。担任が

記入するものにつきましては、保護者から直接担任にお渡しいただき、担任の記入後、

他の書類と一緒に中学校にお持ちいただくことになります。 

 

なお、「市川スマイルプラン」は、いつでも保護者の希望により

作成ができます。学校での支援が必要だとお考えになった時に、

担任または、特別支援教育コーディネーターや教頭にご相談く

ださい。 

 

また、市川市の発達支援課では、乳幼児期からのお子さんの支援情報をまとめてい

く「ライフサポートファイル」をご用意してあります。すでに、「ライフサポートファ

イル」をご活用されている方は、その中の必要な情報を活用して「市川スマイルプラ

ン」に役立てることができますので、あわせてご案内いたします。 
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令和５年度入学説明会 市川スマイルプランＱ＆Ａ 
 

 

「市川スマイルプラン」とは？ 
 
「市川スマイルプラン」とは、市川市で作成する「個別の教育支援計画」のことで
す。 
 

Ｑ１ スマイルプランを作成するメリットはどんなことですか。 

Ａ１ メリットは、学年や担任が変わってもお子さんの情報が引き継がれ、一貫した支援を行うことができ

ることです。  

 

作成対象者について 
 
Ｑ２ どんな子どもがスマイルプランを作成するのですか。 

Ａ２ 例えば、集団生活の中での学び方、友だちとの関わり方、コミュニケーションのとり方などで心配や

不安のあるお子さん、学校以外のところでも支援を考えている、又はすでに受けているお子さんなど

です。 

 

Ｑ３ 心配なことや障がいがあれば、スマイルプランを必ず作成しなければいけませんか。 

Ａ３ 必ず作成しなければならないというものではありません。 

スマイルプランは、保護者の希望により作成するものです。けれども、特別支援学級及び通級指導教

室に通われる方は、必ず作成することになっています。 

 

Ｑ４ スマイルプランは障がいの診断がなければ作成することはできませんか。 

Ａ４ 医師による診断のある、なしは関係ありません。 

保護者が、お子さんの支援の情報を引き継ぐことが必要だと思われている場合に作成いたします。 

 

Ｑ５ スマイルプランを作成すると、医師による診断がなくても障がいがあるということになるのでしょう

か。 

Ａ５ 障がいの診断は医師が行うものです。 

スマイルプランを作成したからといって、診断がつくというものではありません。また、障がいがあ

るということを判断するものでもありません。 

 

作成時期について 
 
Ｑ６ スマイルプランは入学の時にしか作成できないのですか。 

Ａ６ いつでも作成できます。 

入学後、お子さんの様子を見て、作成したいとお考えになりましたらご相談ください。作成は、どの

学年からでもできます。 

 

Ｑ７ 特学に在籍している児童生徒は「市川スマイルプラン」を作成するのですか。 

Ａ７ 必ず作成します。 

特学への入級後、担任と話し合いながら関係書類を作成していきます。 

学校教育法施行規則の一部改正にともなって、小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒、小・

中学校及び高等学校において通級による指導が行われている児童生徒については、個別の教育支援計

画である「市川スマイルプラン」を作成すると定められております。（新第 141 条の 2、新第 141 条

の 2関係） 

 
 
 

保護者向け 
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管理・支援について 
 
Ｑ８ スマイルプランを作成することで差別されたり、通常学級にいづらくなったりしませんか。 

Ａ８ そのようなことはありません。 

   教師は、スマイルプランにより、お子さんの現在の状況を把握し、将来こんなふうに成長してほしい
という方向（目標）を保護者と確認いたします。学校としても、その方向（目標）を目指してお子さ
んにとって必要な支援を、保護者とも相談の上、行っていきます。 

 

Ｑ９ 保護者が知らないところで学校が勝手にスマイルプランを作成することはありませんか。 

Ａ９ ありません。 

保護者の希望があってスマイルプランは作成されます。 

 

Ｑ10 スマイルプランを作成したら誰が責任を持って支援してくれるのでしょうか。 

Ａ10 校内での支援については、担任をはじめ、特別支援教育コーディネーターや管理職が相談して対応
してまいります。 

 

関係機関について 
 

Ｑ11 関係機関には、どのようなものがありますか。 

Ａ11 関係機関とは、幼稚園・保育園等の就学前施設、市川市教育センター、子育て支援課、発達支援セン
ター、保健センター、病院、中核地域生活支援センター、親の会、教育委員会、その他、お子さんが
日常的に利用している学童保育や放課後等デイサービス、習い事等も該当します。 

 

Ｑ12 スマイルプランは子どもに関わる関係機関が連携して作成するとありましたが、学校で集めた情報
はどのように扱われるのでしょうか。 

Ａ12 学校でいただいた情報は校内で保管します。 

保護者の了解なしには外部に情報提供はいたしません。 

 

その他 

 

Ｑ13 学校以外のところの支援は考えていないので、スマイルプランは必要ないと思うのですが、スマイ
ルプランを作成しなければ学校での合理的配慮はしてもらえないのでしょうか。 

Ａ13 そのようなことはありません。 

スマイルプランを作成しないからといって学校での配慮をしないということではありません。ご心配
なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。 

 

Ｑ14 幼稚園や保育園には行っていないのですが、スマイルプランを作成することはできますか。 

Ａ14 作成できます。 

 

Ｑ15 「個別の教育支援計画（スマイルプラン）」と「個別の指導計画」はどう違うのですか。 

Ａ15 「個別の教育支援計画（スマイルプラン）」は、長期的な視点で作成され、教育、医療、福祉等の関
係機関と連携して支援するためのファイルです。 

 

「個別の指導計画」は、「個別の教育支援計画（スマイルプラン）」を基に、短期的な指導目標や指導
内容、手立てを具体的に表した指導計画のことです。 

 

Ｑ16 「市川スマイルプラン」と「ライフサポートファイル」はどう違うのですか。     

Ａ16 「市川スマイルプラン」も「ライフサポートファイル」も、特別な支援が必要なお子さんの状況を
把握し、一貫した支援を行う目的のために作成されます。違いとしましては、発達支援課で乳幼児か
ら作成でき、生涯において活用できるものが「ライフサポートファイル」です。幼・小・中学校の中
で、お子さんの状況に応じた指導内容や指導方法の工夫を行うために作成される教育支援計画が「市
川スマイルプラン」となります。 
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新入生の保護者の皆さまへ 

令和 5 年 １月 27 日 

市川市立妙典中学 校 

P T A 会長  小宮義宏 

PTAの活動内容について 

 梅のつぼみも膨らみ始め、春の兆しを感じるころとなりました。この春には妙典中学校にご入学される新入生の保

護者様に、妙典中 PTAの活動内容を簡単にご紹介いたします。 

 PTAは、加入も活動も任意です。妙典中学校では、会員の皆様の負担を極力減らし、できる人ができる時に活動で

きるよう、随時見直しを行い、子ども達の充実した学校生活の一助となれるよう活動しています。今年度の活動内容

を記載いたしました。 

 

1. クラス委員の活動内容 

☆ 学 級 長  

・運営委員会出席（年 6回開催のうち 1～2回程度の出席、土曜日の午前中） 

・クラスのお手伝い振りわけ（４月に１回） 

・選考委員選出（学年から２名） 

・PTA総会…今年度は、書面で行い、今後も書面での開催を検討中 

☆ 校外生活委員 

・夏期、冬期パトロールと、アンケート回収 

 

2. その他のお手伝いの活動（クラス委員以外の方々） 

★花壇の手入れ（年に 1回、土曜日の午前中、30分程度の活動） 

★自転車整理（体育祭に観覧される保護者の自転車を整理する） 

★冬期下校パトロール（年に 1回、平日最終下校時間後、30分程度の活動） 

★なつくさくらぶ（広報誌「なつくさ」作成と発行） 

★家庭教育学級運営委員（家庭教育学級講座の運営と開催） 

※令和 4年度の活動内容です。令和 5年度の活動内容は変更される場合もあります。 

 

▷入学式当日に『クラス委員・お手伝い希望票』にご記入いただく予定です。 

 

    入学式終了→ＰＴＡ説明会→各クラスにて懇談会→クラス委員選出（加入者による） 

※状況によって変更の場合もございます。また、お子様の帰宅の方が早くなる場合もございますので、ご了承ください。 

 

 

 ぜひ、ご一緒に♫ 

 

 

 

 

会員の皆様から徴収させていただく

PTA会費は、生徒たちに必要なもの・

学校の備品・部活動への支援…等々、

他に予期せぬ事態にも活用させてい

ただいております。 

本部役員は、前年度末に推薦状を配付し

て募ります。妙典中は、協力的な方が多く

負担は少ないので、本部役員も委員さん

も楽しんで活動しています。 

妙典中 PTA本部役員より 

入学式当日の流れ 
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経験者の声 

 

 

過去に学級長を務めた時と比べて、参加回数

が少なく、会議や作業自体も無理なくできたとい

う印象でした。 

一学年は花壇整備の担当ですが、事前作業は

通知の宛名書き、当日は出欠チェックのみで、そ

れらも都合悪ければ他の方にサポートいただけ

ました。実際の作業の運営は「お花壇の会」主導

で進められていましたので、何も気負うことなく

実施できました。 

 運営委員会は、実際に全員揃ったのは初回のみ

で、リモート参加の方がほとんどでしたが、校長

先生、教頭先生、教務主任、PTA 各役員など、そ

れぞれのお立場からの妙典中学校の今の様子を

うかがうことができ、有意義でした。 

今年度はコロナ禍の制限も緩和され、お手伝い

の機会は増えましたが、都合に合わせて無理なく

参加することができました。 

子どもたちの様子も間近に感じられ、先生方と

もお話しする機会に恵まれ、とても良い経験にな

りました。 

校外生活委員では、生徒の下校時刻に 30 分

程度のパトロールをしました。 

仕事をしているので、活動できるか不安な部

分もありましたが、年度の初めに日程が決まって

おり、各クラス１日だけの割り当てだったので、

負担もありませんでした。パトロール中には生徒

がきちんと挨拶してくれたり、生徒と関わること

ができ、自分も少しだけ学校の役に立てたよう

な気がして嬉しくなりました。 

 旧広報委員から、有志活動にして３年目となり、メ

ンバーは１１名になりました。 

 決して無理はせず「その時に、できる人ができる

事を」をモットーに、ゆる～い活動をしています。コ

ロナ禍で制限される行事は、撮影を兼ねて間近に

子どもたちの活躍を見ることができ、またその模様

を記事にして皆さんに伝えて喜ばれる、とてもやり

甲斐のある活動です。極力、集まる機会を作らない

ようグループ LINEやメール等を駆使しています。 

 写真撮影・記事の編集や校正・情報交換・・・etc、

メンバーの参加動機も様々です。 

是非、一緒に楽しい活動をしましょう♪ 

 家庭教育学級は保護者のための学びの場です。 

 今年度は、３年ぶりに給食試食会の開催や、進路講座では、４校

の高校の先生をお招きしてお話を聞く事ができました。また大人

の校外学習として、防災館に行くなど全６回の講座を開催するこ

とができ、とても充実した活動となりました。 

 ３年ぶりということもあり、どの講座も保護者の関心の高さが

うかがえました。今後も有意義な一時を共有できますよう企画し

てまいります。 

 

 一緒に活動していただける方も募集中です！ 

昨年に引き続き、コロナの影響に

より運営委員会は主にオンライン参

加と、活動自体は少なく負担なく行

えた印象です。 

今年度は、数年ぶりの体育祭観

覧、キャリア教育セミナー、合唱祭な

どが開催され、子どもたちが協力し

合う姿を近くで見ることができ、成

長を感じうれしく思いました。 

これも、先生方をはじめ本部の皆

さんのご尽力のおかげと感謝の限り

です。 

22



23



24



25


